
◎
特
定
防
衛
調
達
に
係
る
国
庫
債
務
負
担
行

為
に
よ
り
支
出
す
べ
き
年
限
に
関
す
る
特

別
措
置
法

（
平
成
二
七
年
四
月
三
〇
日
法
律
第
一
六
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
七
年
三
月
二
六
日
・
衆
議
院
安
全
保
障
委

員
会

）

○
中
谷
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
特
定
防
衛
調
達
に
係

る
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
よ
り
支
出
す
べ
き
年
限
に
関
す
る
特
別
措
置
法

案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
い
た
し
ま

す
。現

下
の
厳
し
い
財
政
状
況
の
も
と
で
防
衛
力
の
計
画
的
な
整
備
を
行
う

た
め
、
特
定
防
衛
調
達
、
す
な
わ
ち
、
専
ら
自
衛
隊
の
用
に
供
す
る
た
め

に
製
造
ま
た
は
輸
入
さ
れ
る
装
備
品
等
及
び
当
該
装
備
品
等
の
整
備
に
係

る
役
務
の
調
達
で
あ
っ
て
、
防
衛
力
の
計
画
的
な
整
備
を
行
う
た
め
に
必

要
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
長
期
契
約
に
よ
り
行
う
こ
と
が
当
該
調
達
に

要
す
る
経
費
の
縮
減
及
び
当
該
調
達
の
安
定
的
な
実
施
に
特
に
資
す
る
も

の
と
し
て
防
衛
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、

国
庫
債
務
負
担
行
為
に
よ
り
支
出
す
べ
き
年
限
に
関
す
る
特
別
の
措
置
を

定
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
い
た
し

ま
す
。

第
一
に
、
国
が
特
定
防
衛
調
達
に
つ
い
て
債
務
を
負
担
す
る
場
合
に
、

当
該
債
務
を
負
担
す
る
行
為
に
よ
り
支
出
す
べ
き
年
限
を
、
当
該
会
計
年

度
以
降
十
カ
年
度
以
内
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
防
衛
大
臣
は
、
長
期
契
約
に
よ
り
縮
減
さ
れ
る
経
費
の
額
の

推
計
等
に
つ
い
て
、
特
定
防
衛
調
達
に
係
る
国
庫
債
務
負
担
行
為
を
行
う

会
計
年
度
の
予
算
の
概
算
の
閣
議
決
定
が
あ
っ
た
と
き
及
び
当
該
特
定
防

衛
調
達
に
係
る
長
期
契
約
を
締
結
し
た
と
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
公
表
す
る
こ

と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
ご
ざ
い

ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
安
全
保
障
委
員
長
報
告（
平
成
二
七
年
四
月
七
日
）

○
北
村
誠
吾
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
安
全
保
障
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

特
定
防
衛
調
達
に
係
る
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
よ
り
支
出
す
べ
き
年
限
に
関
す
る
特
別
措
置
法
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上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
現
下
の
厳
し
い
財
政
状
況
の
も
と
で
防
衛
力
の
計
画
的
な
整

備
を
行
う
た
め
、
特
定
防
衛
調
達
に
係
る
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
よ
り
支

出
す
べ
き
年
限
を
、
財
政
法
で
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
五
カ
年
度
を
超

え
て
、
十
カ
年
度
以
内
と
す
る
こ
と
な
ど
の
特
別
の
措
置
を
定
め
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
三
月
二
十
五
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
二
十
六
日

中
谷
防
衛
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
。
三
十
一

日
か
ら
質
疑
に
入
り
、
四
月
二
日
に
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
の
後
、
採
決

を
行
い
ま
し
た
結
果
、
本
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
七
年
四
月
二
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す

べ
き
で
あ
る
。

一

防
衛
大
臣
が
特
定
防
衛
調
達
の
対
象
と
な
る
装
備
品
等
を
財
務
大
臣

と
協
議
し
て
定
め
る
際
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
当
該
調
達
の
透
明
性
等

を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
明
確
化
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
で
き

る
限
り
国
民
に
対
し
て
透
明
性
を
確
保
し
得
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。

二

長
期
契
約
に
よ
り
縮
減
さ
れ
る
経
費
の
推
計
額
を
含
め
適
正
な
調
達

価
格
算
定
能
力
の
向
上
は
、
本
法
の
適
切
な
運
用
に
当
た
り
不
可
欠
な

も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
信
頼
性
及
び
客
観
性
を
持
っ
た
額
を
主
体

的
に
算
定
で
き
る
よ
う
、
体
制
や
制
度
の
整
備
に
向
け
た
取
組
を
行
う

こ
と
。

三

防
衛
大
臣
は
、
将
来
の
安
全
保
障
環
境
や
技
術
革
新
と
い
っ
た
要
素

を
十
分
に
勘
案
し
、
長
期
契
約
に
よ
る
こ
と
が
か
え
っ
て
効
果
的
か
つ

効
率
的
な
装
備
品
等
の
調
達
を
損
ね
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
、
特
定

防
衛
調
達
の
対
象
と
な
る
装
備
品
等
を
厳
格
に
選
定
す
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
長
報
告（
平
成
二
七
年
四
月
二
二
日
）

○
片
山
さ
つ
き
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
外
交
防
衛
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
現
下
の
厳
し
い
財
政
状
況
の
下
で
防
衛
力
の
計
画
的
な

整
備
を
行
う
た
め
、
防
衛
装
備
品
等
の
調
達
で
あ
っ
て
、
長
期
契
約
に
よ

り
調
達
経
費
の
縮
減
等
に
特
に
資
す
る
も
の
と
し
て
防
衛
大
臣
が
財
務
大

臣
と
協
議
し
て
定
め
る
特
定
防
衛
調
達
に
つ
い
て
、
国
庫
債
務
負
担
行
為

に
よ
り
支
出
す
べ
き
年
限
を
十
か
年
度
以
内
ま
で
延
長
す
る
こ
と
等
の
特

別
措
置
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

特
定
防
衛
調
達
に
係
る
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
よ
り
支
出
す
べ
き
年
限
に
関
す
る
特
別
措
置
法

三
九



委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
長
期
契
約
の
対
象
と
し
て
予
算
計
上
さ
れ

て
い
る
固
定
翼
哨
戒
機
Ｐ
１
を
保
有
す
る
海
上
自
衛
隊
厚
木
航
空
基
地
等

へ
の
視
察
を
行
う
と
と
も
に
、
長
期
契
約
の
導
入
に
よ
る
調
達
コ
ス
ト
の

削
減
効
果
、
長
期
契
約
の
締
結
と
技
術
革
新
や
物
価
変
動
等
へ
の
対
応
、

本
法
を
時
限
法
と
し
た
理
由
、
特
定
防
衛
調
達
の
透
明
性
確
保
の
た
め
の

公
表
の
在
り
方
、
防
衛
調
達
に
財
政
法
の
例
外
化
措
置
を
設
け
る
こ
と
の

問
題
性
等
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま
し
た
が
、
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て

御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
の
井
上

委
員
よ
り
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
ま
し
て
六
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
を
行
い

ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
七
年
四
月
二
一
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
防
衛
大
臣
は
、
特
定
防
衛
調
達
の
対
象
と
な
る
装
備
品
等
及
び
当
該

装
備
品
等
の
整
備
に
係
る
役
務
を
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
際
の

指
針
を
、
可
能
な
限
り
早
期
に
定
め
、
適
切
な
整
備
・
調
達
等
の
実
施

を
図
る
こ
と
。

二
、
前
記
の
指
針
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
で
き
る
限
り
国
民
に
対
し

て
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
努
め
る
こ
と
と
し
、
国
産
、
ラ
イ
セ
ン

ス
契
約
、
Ｆ
Ｍ
Ｓ
契
約
、
一
般
輸
入
契
約
等
の
契
約
の
形
態
ご
と
に
留

意
す
べ
き
事
項
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
年
限
内
の
調
達
計
画
に
伴
う

初
度
費
や
役
務
契
約
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
度
合
い
等
を
検
討
の
要

素
に
含
め
る
べ
き
こ
と
。

三
、
長
期
契
約
に
よ
り
縮
減
さ
れ
る
経
費
の
推
計
額
を
含
め
適
正
な
調
達

価
格
算
定
能
力
の
向
上
は
、
本
法
の
適
切
な
運
用
に
当
た
り
不
可
欠
な

も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
信
頼
性
及
び
客
観
性
を
持
っ
た
額
を
主
体

的
に
算
定
で
き
る
よ
う
、
体
制
や
制
度
の
構
築
に
向
け
た
取
組
を
行
う

こ
と
。

四
、
防
衛
大
臣
は
、
将
来
の
安
全
保
障
環
境
や
技
術
革
新
と
い
っ
た
要
素

を
十
分
に
勘
案
し
、
長
期
契
約
に
よ
る
こ
と
が
か
え
っ
て
効
果
的
か
つ

効
率
的
な
装
備
品
等
の
調
達
を
損
ね
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
、
特
定

防
衛
調
達
の
対
象
と
な
る
装
備
品
等
を
厳
格
に
選
定
す
る
こ
と
。

五
、
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
よ
り
支
出
す
べ
き
年
限
に
つ
い
て
は
、
中
期

防
衛
力
整
備
計
画
の
期
限
で
あ
る
平
成
三
十
年
度
を
大
幅
に
超
え
た
年

度
で
の
後
年
度
負
担
が
い
た
ず
ら
に
多
額
に
発
生
す
る
こ
と
の
な
い
よ

う
留
意
す
る
こ
と
。

特
定
防
衛
調
達
に
係
る
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
よ
り
支
出
す
べ
き
年
限
に
関
す
る
特
別
措
置
法

四
〇



六
、
本
法
施
行
後
一
年
を
め
ど
に
、
そ
の
運
用
実
績
等
を
踏
ま
え
て
、
必

要
に
応
じ
、
長
期
契
約
に
伴
う
経
費
縮
減
の
公
表
の
在
り
方
の
見
直
し

を
行
う
こ
と
。
そ
の
際
に
は
、
財
政
法
第
十
八
条
の
閣
議
決
定
が
あ
っ

た
と
き
の
公
表
に
は
契
約
見
込
み
額
を
含
む
こ
と
、
ま
た
、
長
期
契
約

に
基
づ
く
支
払
い
の
終
了
時
に
は
、そ
れ
ま
で
の
支
払
実
績
の
詳
細（
支

払
総
額
、
長
期
契
約
に
よ
っ
て
縮
減
さ
れ
た
最
終
的
な
金
額
、
未
精
算

の
金
額
が
発
生
し
た
場
合
は
そ
の
金
額
及
び
理
由
等
）
を
遅
滞
な
く
公

表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。
な
お
、
必
要
性
が
あ
る

と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
所
要
の
法
改
正
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

特
定
防
衛
調
達
に
係
る
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
よ
り
支
出
す
べ
き
年
限
に
関
す
る
特
別
措
置
法

四
一


